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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
及
び
役
員
名
簿
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二

月
間
、
県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）

）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
埼
玉
ネ
ッ
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

松 

尾 

道 

夫 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区
上
大
久
保
五
百
十
九
番
地
一
埼
玉
県
浦
和
・
大
久
保
合
同

庁
舎
一
号
館 

（
変
更
後
）
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
二
丁
目
五
百
四
十
四
番
地
一
埼
玉
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ハ
ウ
ス 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組
織
と
連
携
し
、
か
つ
行
政
・
企
業
と
の
協
働
を

す
す
め
、
埼
玉
県
に
お
け
る
市
民
が
行
う
非
営
利
活
動
の
連
絡
、
交
流
、
支
援
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
市
民
団
体
な
ど
の
事
業
・
活
動
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
、
豊
か

で
充
実
し
た
市
民
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号



告 
 

示 
  

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
者
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

    

埼
玉
県
立
嵐
山
郷 

埼
玉
県
立
皆
光
園
障
害
者 

歯
科
診
療
所 

埼
玉
県
立
あ
さ
か
向
陽
園 

障
害
者
歯
科
診
療
所 

埼
玉
県
立
そ
う
か
光
生
園 

障
害
者
歯
科
診
療
所 

埼
玉
県
障
害
者
交
流
セ
ン 

タ
ー
及
び
同
施
設
の
附
属 

設
備 

施
設
等
の
名
称 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八 

番
地 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

理
事
長 

 

田
島 
浩 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

平
成
二
十
五
年

四
月
一
日
か
ら 

 

平
成
二
十
六
年

三
月
三
十
一
日 

ま
で 

委
託
期
間 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号



告 
 

示 

  
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
畜
場
に
お
け
る
と
畜
検
査
手
数
料
の
徴
収
事
務
を
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

                                     
 

 
 

 
   

  

北
埼
食
肉
セ
ン
タ
ー 

本
庄
食
肉
セ
ン
タ
ー 

県
北
食
肉
セ
ン
タ
ー 

和
光
ミ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

越
谷
食
肉
セ
ン
タ
ー 

川
口
食
肉
荷
受
株
式 

会
社 

と
畜
場
の
名
称 

加
須
市
大
字
平
永
千
四
十
七
番
地 

北
埼
食
肉
セ
ン
タ
ー
事
業
協
同
組
合 

理
事
長 

髙
鳥 

義
幸 

本
庄
市
杉
山
百
十
五
番
地 

協
業
組
合
本
庄
食
肉
セ
ン
タ
ー 

代
表
理
事 

小
林 

靖
典 

熊
谷
市
下
増
田
百
七
十
三
番
地 

県
北
食
肉
セ
ン
タ
ー
協
業
組
合 

理
事
長 

中
村 

保
一 

和
光
市
下
新
倉
六
丁
目
九
番
二
十
号 

株
式
会
社
ア
グ
リ
ス
・
ワ
ン 

代
表
取
締
役 

阿
部 

徳
次 

越
谷
市
増
森
一
丁
目
十
二
番
地 

日
本
畜
産
興
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

福
田 

武
仁 

川
口
市
領
家
四
丁
目
七
番
十
八
号 

川
口
食
肉
荷
受
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

石
井 
一
雄 

受
託
者
の
住
所
・
名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

平
成
二
十
五
年
四
月 

 
 

 
 

一
日
か
ら 

平
成
二
十
六
年
三
月 

 
 

三
十
一
日
ま
で 

委
託
期
間 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
四
日
に
解
散
認
可
し
た

川
里
中
央
土
地
改
良
区
か
ら
清
算
人
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

清
算
人
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住
所 

 

金 

子 

一 

夫 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
屈
巣
二
千
七
百
四
十
七
番
地 

 

大 

山 

一 

雄 
 

同 
 

同 
 

広
田
二
千
九
百
五
十
二
番
地
一 

 

寺 

山 

雅 

夫 
 

同 
 

同 
 

関
新
田
六
百
六
番
地 

 

関 

根 

貫 

治 
 

同 
 

同 
 

広
田
二
千
七
百
十
一
番
地 

 

新 

井 

陳 

至 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
六
百
九
番
地
一 

 

今 

井 

卯 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
五
百
九
十
五
番
地 

 

山 

中 

直 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
六
十
六
番
地 

 

馬 

場 
 

 

毅 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
三
百
六
番
地 

 

荒 

川 
 

 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
三
百
二
十
二
番
地
ロ 

 

神 

田 

良 

二 
 

同 
 

同 
 

同 

九
百
十
番
地 

 

坂 

本 

精 

吾 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
五
百
九
番
地
一 

 

間 

中 

隆 

治 
 

同 
 

同 
 

屈
巣
四
千
六
百
十
二
番
地 

 

新 

井 

幹 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
四
百
八
十
一
番
地 

 

藤 

村 

武 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
五
百
十
四
番
地 

 

川 

邊 

俊 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
五
百
三
十
三
番
地 

 

大 

山 

一 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
八
百
三
番
地 

 

吉 

田 

清 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
九
百
七
十
七
番
地 

 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

川
里
中
央
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

 
 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

監
事 

関 

根 

一 

男 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
広
田
二
千
九
百
九
十
七
番
地
二 

 

同 
 

新 

井 
 

 

稠 
 

同 
 

同 
 

関
新
田
五
百
二
十
四
番
地 

 

同 
 

藤 

村 
 

 

正 
 

同 
 

同 
 

屈
巣
四
千
三
百
四
番
地 

 
 埼

玉
県
告
示
第
五
百
三
十
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

入
間
第
二
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏

名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

 
 

 

所 

 

理
事 

齊 

藤 

修 

司 

埼
玉
県
狭
山
市
狭
山
五
番
十
五
号 

 

同 
 

鈴 

木 
 

 

弘 

同 
 

川
越
市
大
字
豊
田
本
十
番
地 

 

同 
 

利
根
川 

政 

義 

同 
 

同 
 

大
字
北
田
島
百
四
十
二
番
地 

 

同 
 

山 

下 

敏 

郎 

同 
 

飯
能
市
大
字
平
松
二
百
五
十
番
地
一 

同 
 

島 

村 

芳 

孝 

同 
 

日
高
市
大
字
高
萩
二
千
七
十
番
地
二 

 

同 
 

平 

野 

明 

雄 

同 
 

狭
山
市
笹
井
三
丁
目
二
十
六
番
十
一
号 

 

同 
 

宇
佐
美 

日
出
夫 

同 
 

同 
 

柏
原
七
百
六
番
地
三 

 

同 
 

水 

村 

治 

雄 

同 
 

日
高
市
大
字
下
鹿
山
二
十
四
番
地 

 

監
事 

栗 

原 
 

 

勝 

同 
 

川
越
市
大
字
山
城
六
十
一
番
地 

 

同 
 

滝 

田 

早 

苗 

同 
 

飯
能
市
大
字
双
柳
五
百
七
十
二
番
地 

同 
 

金 

子 
 

 

健 

同 
 

日
高
市
大
字
大
谷
沢
三
百
二
十
四
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

所 

 

理
事 

須 

田 

秀 

雄 

埼
玉
県
狭
山
市
入
間
川
二
丁
目
十
七
番
二
十
三
号 

 

同 
 

福 

田 

昭 

平 

同 
 

川
越
市
豊
田
町
一
丁
目
三
十
二
番
四 

 

同 
 

矢 

澤 

國 

正 

同 
 

同 
 

大
字
北
田
島
六
十
二
番
地 

 

同 
 

山 

下 

敏 

郎 

同 
 

飯
能
市
大
字
平
松
二
百
五
十
番
地
一 

同 
 

比
留
間 

政 

信 

同 
 

日
高
市
大
字
高
萩
二
千
八
十
四
番
地 

 

同 
 

田 

口 
 

 

茂 

同 
 

狭
山
市
大
字
笹
井
千
八
百
八
十
一
番
地 

 

同 
 

金 

子 

茂 

男 

同 
 

同 
 

柏
原
千
五
百
八
十
七
番
地 

 

同 
 

水 

村 

治 

雄 

同 
 

日
高
市
大
字
下
鹿
山
二
十
四
番
地 

 

監
事 

細 

田 

忠 

司 

同 
 

狭
山
市
大
字
下
奥
富
七
百
三
十
六
番
地
一 

 

同 
 

早 

川 

健 

一 

同 
 

同 
 

柏
原
二
千
二
百
七
十
五
番
地
二 

同 
 

金 

子 
 

 

健 

同 
 

日
高
市
大
字
大
谷
沢
三
百
二
十
四
番
地 

 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

嵐
山
中
部
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

職 

名 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 
 

所 

 

理 

事 

宮 

田 

良 

一 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
廣
野
千
三
十
一
番
地
一 

 
 埼

玉
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

元
荒
川
上
流
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名

及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

就
任 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

所 

理
事 

 

島 

﨑 

惠 

司 
 

埼
玉
県
行
田
市
佐
間
一
丁
目
七
番
三
十
五
号 

同 
 

 

福 

田 

雅 
 

 

同 
 

行
田
市
大
字
持
田
六
千
五
十
一
番
地 

同 
 

 

岩 

田 

讓 

啓 
 

同 
 

同 
 

同 

皿
尾
三
百
六
十
六
番
地 

同 
 

 

飯 

田 

洋 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

斎
条
千
六
百
四
十
三
番
地 

同 
 

 

髙 

澤 

克 

芳 
 

同 
 

同 
 

同 
長
野
六
千
六
十
三
番
地 

同 
 

 

野 

村 

正 

幸 
 

同 
 

同 
 

同 

荒
木
三
千
六
百
十
五
番
地 

同 
 

 

山 

田 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

同 

埼
玉
三
千
百
九
十
八
番
地
二 

同 
 

 
 

野 

省 

司 
 

同 
 

同 
 

同 

渡
柳
五
百
九
十
六
番
地 

同 
 

 

関 

口 

宣 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

下
忍
二
千
三
百
九
十
一
番
地 

同 
 

 

蓮 

見 
 

幸 
 

 
 

同 
 

同 
 

同 

真
名
板
千
四
百
五
十
九
番
地
一 

同 
 

 

大 

塚 
 

 

裕 
 

同 
 

同 
 

同 

若
小
玉
三
千
八
百
三
十
七
番
地 

同 
 

 

中 

島 

牡 

雄 
 

同 
 

羽
生
市
大
字
上
新
郷
千
三
百
一
番
地 

同 
 

 

加 

藤 

輝 

男 
 

同 
 

行
田
市
大
字
犬
塚
千
四
百
二
番
地
一 

同 
 

 

朝 

見 

誠 

次 
 

同 
 

鴻
巣
市
屈
巣
四
千
百
八
十
八
番
地 

同 
 

 

大 

島 

秀 

次 
 

同 
 

同 
 

赤
城
七
百
十
九
番
地 

同 
 

 

寺 

山 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

関
新
田
五
百
九
十
番
地 

同 
 

 

吉 

田 

和 

雄 
 

同 
 

加
須
市
上
種
足
千
三
百
五
番
地 

同 
 

 

松 

岡 

利 

男 
 

同 
 

久
喜
市
菖
蒲
町
新
堀
五
百
九
十
九
番
地 

同 
 

 

石 

井 
 

夫 
 

同 
 

同 
 

菖
蒲
町
小
林
二
千
百
五
十
七
番
地 

同 
 

 

島 
 

朝 

則 
 

同 
 

鴻
巣
市
下
忍
二
千
七
百
五
十
八
番
地 

同 
 

 

小 

澤 

一 

郎 
 

同 
 

同 
 

鴻
巣
千
二
百
六
十
一
番
地 

同 
 

 

小
谷
野 

照 

雄 
 

同 
 

同 
 

笠
原
二
千
七
百
七
十
番
地 

同 
 

 

矢 

部 

一 

夫 
 

同 
 

同 
 

下
谷
千
六
百
四
十
四
番
地
の
一 

同 
 

 

内 

田 

政
之
助 

 

同 
 

北
本
市
朝
日
四
丁
目
五
十
五
番
地 

同 
 

 

堀 

口 

健 

一 
 

同 
 

熊
谷
市
池
上
七
百
十
九
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号



監
事 

 

横 

田 

尚 

彦 
 

埼
玉
県
行
田
市
長
野
三
丁
目
二
番
三
十
二
号 

同 
 

 

渡 

邉 
 

 

光 
 

同 
 

同 
 

大
字
下
須
戸
千
八
百
五
十
九
番
地 

同 
 

 

原 

口 

春 

雄 
 

同 
 

鴻
巣
市
安
養
寺
三
百
十
九
番
地 

 

二 

退
任 

 

職
名 

 
氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

所 

理
事 

 

島 
﨑 

惠 

司 
 

埼
玉
県
行
田
市
佐
間
一
丁
目
七
番
三
十
五
号 

同 
 

 

多 

田 
清 

文 
 

同 
 

同 
 

大
字
持
田
五
百
八
十
九
番
地 

同 
 

 

岩 

田 

讓 
啓 

 

同 
 

同 
 

同 

皿
尾
三
百
六
十
六
番
地 

同 
 

 

大 

谷 

富 

重 
 

同 
 

同 
 

谷
郷
一
丁
目
十
一
番
十
二
号 

同 
 

 

髙 

澤 

克 

芳 
 

同 
 

同 
 

大
字
長
野
六
千
六
十
三
番
地 

同 
 

 

坂 

橋 

達 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

小
見
五
百
五
十
七
番
地
イ 

同 
 

 

松 

本 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

同 

野
八
百
五
十
三
番
地 

同 
 

 

山 

田 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

同 

埼
玉
三
千
百
九
十
八
番
地
二 

同 
 

 

関 

口 

宣 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
下
忍
二
千
三
百
九
十
一
番
地 

同 
 

 

蓮 

見 
 

幸 
 

 
 

同 
 

同 
 

同 

真
名
板
千
四
百
五
十
九
番
地
一 

同 
 

 

大 

塚 
 

 

裕 
 

同 
 

同 
 

同 

若
小
玉
三
千
八
百
三
十
七
番
地 

同 
 

 

中 

島 

牡 

雄 
 

同 
 

羽
生
市
大
字
上
新
郷
千
三
百
一
番
地 

同 
 

 

加 

藤 

輝 

男 
 

同 
 

行
田
市
大
字
犬
塚
千
四
百
二
番
地
一 

同 
 

 

金 

子 

一 

夫 
 

同 
 

鴻
巣
市
屈
巣
二
千
七
百
四
十
七
番
地 

同 
 

 

坂 

本 

重 

憲 
 

同 
 

同 
 

広
田
三
千
四
百
五
十
三
番
地 

同 
 

 

寺 

山 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

関
新
田
五
百
九
十
番
地 

同 
 

 

吉 

田 

和 

雄 
 

同 
 

加
須
市
上
種
足
千
三
百
五
番
地 

同 
 

 

石 

井 
 

夫 
 

同 
 

久
喜
市
菖
蒲
町
小
林
二
千
百
五
十
七
番
地 

同 
 

 

島 
 

朝 

則 
 

同 
 

鴻
巣
市
下
忍
二
千
七
百
五
十
八
番
地 

同 
 

 

小 

澤 

一 

郎 
 

同 
 

同 
 

鴻
巣
千
二
百
六
十
一
番
地 

同 
 

 

小
谷
野 

照 

雄 
 

同 
 

同 
 

笠
原
二
千
七
百
七
十
番
地 

同 
 

 

矢 

部 

一 

夫 
 

同 
 

同 
 

下
谷
千
六
百
四
十
四
番
地
の
一 

同 
 

 

内 

田 

政
之
助 

 

同 
 

北
本
市
朝
日
四
丁
目
五
十
五
番
地 

同 
 

 

堀 

口 

健 

一 
 

同 
 

熊
谷
市
池
上
七
百
十
九
番
地 

監
事 

 

横 

田 

尚 

彦 
 

同 
 

行
田
市
長
野
三
丁
目
二
番
三
十
二
号 

同 
 

 

渡 

邉 
 

 

光 
 

同 
 

同 
 

大
字
下
須
戸
千
八
百
五
十
九
番
地 

同 
 

 

原 

口 

春 

雄 
 

同 
 

鴻
巣
市
安
養
寺
三
百
十
九
番
地 

  
 



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
一
―
三
五
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
白
岡
市
下
大
崎
字
円
明
一
番
一 

他
二
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

三
千
五
百
四
・
三
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号



告 
 

示 

  
桶
川
市
か
ら
桶
川
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
○
一
二
七
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
○
○
○
二
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
川
島
字
新
田
前
二
三
○
三
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番
二
二
号 

 
 

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン 

代
表
取
締
役 

西
河
洋
一 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
六
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

意
思
の
表
示
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第  

 
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
へ
の
加
入
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ヶ
丘
三
丁
目
十
六
ノ
二 

井 

藤 

千 

鶴 

子 

三 

建
築
協
定
へ
の
加
入
に
係
る
土
地
の
区
域 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ヶ
丘
三
丁
目
六
百
六
十
四
ノ
千
八
十
四 

18 

19 
, 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

同
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

 

第
六
号 

認
定
取
消 

番
号 

平
成
二
十
五
年

四
月
十
二
日 

認
定
取
消
年

月
日 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
成
四
丁
目
二

十
四
番
一
、
二
十
四
番
四
、
五

十
番
四
、
九
十
七
番
三
、
二
百

四
番
一
、
二
百
五
十
三
番
五
、

三
百
六
十
番
五 

対
象
区
域 

第
二
号 

既
認
定
番

号 

平
成
十
二
年

八
月
四
日 

既
認
定
年
月

日 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定

し
た
の
で
、
対
象
区
域
等
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

 

第
七
号 

認
定
番
号 

平
成
二
十
五
年

四
月
十
二
日 

認
定
年
月
日 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
成
四
丁
目
二
十

四
番
一
の
一
部
、
二
十
四
番
四
、

五
十
番
四
、
九
十
七
番
三
、
二
百

四
番
一
、
二
百
五
十
三
番
五 

対
象
区
域 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ

ン
タ
ー 

公
告
に
係
る
対
象
区
域
等

を
縦
覧
に
供
す
る
場
所 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
三
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
四
〇
〇
二
六
三
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
二
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
内
田
二
丁
目
二
千
百
四
十
八
番
一
の
一
部
、
二
千
百
四
十
九
番
一 

 
 

の
一
部 

（
第
四
工
区
） 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
二
丁
目
七
番
三
号 

 
 

太
平
ホ
ー
ム
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

平
子 

繁 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
三
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
四
〇
〇
二
六
三
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
二
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
内
田
二
丁
目
二
千
百
四
十
八
番
一
の
一
部
、
二
千
百
四
十
九
番
一 

 
 

の
一
部 

（
第
五
工
区
） 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
二
丁
目
七
番
三
号 

 
 

太
平
ホ
ー
ム
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

平
子 

繁 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

清 

水 

松 

代 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
五
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

埼
玉
県
地
方
産
業
教
育
審
議
会
委
員
の
任
免
に
つ
い
て 

 

ロ 

埼
玉
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委
員
の
任
免
に
つ
い
て 

 

ハ 

そ
の
他 



正 
 

誤 

 
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
第
二
千
四

百
七
十
九
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
 

表
中 

 
 

 
 

 
 

 

二 
 

 
 

 

敷
地
の
幅
員 

 
 

 
 

 

誤 三
七
．
三
八
～ 

 
 

 
 

三
七
．
六
〇 

 

三
七
．
三
八
～ 

 
 

 
 

四
〇
．
三
四 

 

正 三
七
・
三
八
～ 

 
 

 
 

三
七
・
六
〇 

 

三
七
・
三
八
～ 

 
 

 
 

四
〇
・
三
四 

  

ペ
ー
ジ 

 
 

表
中 

二 
 

 
 

 

延
長 

 

誤 一
四
八
．
〇
〇 

 

正 一
四
八
・
〇
〇 



正 
 

誤 

 
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
第
二
千
四

百
七
十
九
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
 

表
中 

 
 

 
 

 
 

 

二 
 

 
 

 

敷
地
の
幅
員 

 
 

 
 

 

誤 一
二
．
八
〇
～ 

 
 

 
 

二
五
．
八
〇 

 

一
二
．
八
〇
～ 

 
 

 
 

二
五
．
八
〇 

 

正 一
二
・
八
〇
～ 

 
 

 
 

二
二
・
三
〇 

 

一
二
・
八
〇
～ 

 
 

 
 

二
五
・
八
〇 

  

ペ
ー
ジ 

 
 

表
中 

二 
 

 
 

 

延
長 

 

誤 三
七
五
．
〇
〇 

 

正 三
七
五
・
〇
〇 
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